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　本日ここに、平成18年度通常総代会を開催いたしましたところ、総代の皆様におかれましては、何かとご多忙の

ところご出席を賜り誠に有り難うございます。

　また、ご来賓として公務ご多忙のところご臨席を賜りました、石川農林総合事務所土地改良部長の小島様には、

お礼を申し上げると共に、日頃、土地改良事業の推進と当改良区の運営にご支援、ご指導を賜り厚く感謝申し上げ

る次第であります。

　さて、今冬は地球温暖化の影響と申しますか、記録的な暖冬であり、平野部で生活する我々にとっては、大変暮

らし易い冬でありましたが、霊峰白山に降り積もる雪を源とした手取川より取水する七ヶ用水といたしましては、

「今年の水は大丈夫であろうか」と心配をいたす所であり、皆様方も同様なお気持ちではなかろうかと思います。

このことにつきましては、すでに分水管理委員会等で大日川ダム、手取川ダムの貯水運用状況及び計画について協

議をしており、両ダムとも雪不足の現状を踏まえ、貯水、放流の計画をされているようでございまして、代掻き、

田植えを含めた当面の水量は十分に確保できる状態であります。その後については、梅雨時等の降雨によりますの

で、気象状況を的確に判断し、例年以上に関係機関と連絡調整をとりながら、かんがい用水の円滑な配水に務めて

まいりたいと思っております。

　次に、農業情勢でありますが、平成19年度より実施されます品目横断的経営安定対策の車の両輪施策である「農

地・水・環境保全向上対策」がいよいよ始まるわけでございますが、今後、担い手に集中するであろう農業経営の

なかで、水利施設や農道、農地等の管理を地域全体の共同活動で取り組み、将来にわたり良好な状態で保全・質的

向上を図るという趣旨のものであります。この施策については、昨年より県及び関係市町等のご指導により各地に

おいて説明会等が開催され、それぞれの地域におかれましてご議論いただいたものと存じます。その結果、いくつ

かの地域で活動組織を立上げ本事業に取り組まれるとのことであり、七ヶ用水としましても水路や堤塘敷の管理と

農業用水の多様な利活用などを通して、活動に応じたご支援をしてまいりたいと思っております。

　次に、県営事業による水路改修工事でございますが、現在採択施工中の事業については、平成23年度までの期間

でありまして、計画どおり進めてまいるところであります。尚、未施工区間については、施設ごとに改修の必要性

や緊急性と時期を見極め、事業採択の判断について、慎重に計画を立て実施して行く必要があると考えております。

と同時に、既存施設を有効活用する「ストックマネジメント」の導入により、施設の機能診断を実施することで劣

化状況を把握し、そのうえで予防保全対策として適切な補修を施工し、施設の長寿命化の推進を図ることにも取り

組んでまいりたいと思っております。また、堤塘敷の除草管理と

して、「グランドカバープランツ」の試験施工を一部で予定して

おり、除草剤を使用せず雑草を抑制することによって、管理費の

低減を図るとともに、環境に配慮した維持管理の実現に向けて取

り組んでまいります。

　そのようなことからも、役職員一丸となって、新たな管理体制

の確立を目指し、安定した用水の確保、事業推進に務めてまいり

ますので、組合員の皆様、総代各位には、一層のご支援ご協力を

賜りますようお願いを申し上げまして、通常総代会の開会にあた

りましてのご挨拶とさせていただきます。

手取川七ヶ用水土地改良区

理 事 長　杉　本　達　雄

２

通常総代会より

理事長あいさつ理事長あいさつ
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平成18年度通常総代会開催
　平成19年３月24日、グランドホテル松任において

平成18年度通常総代会を開催しました。

　総代103名（現員数110名）の出席のもと、議長に

北次良造総代（第７分区）を選出し、提出議案26件

を慎重審議した結果、原案どおり可決承認されまし

た。

●一般会計の主な補正は、事務費の節減によるもので、総額91万円余りを減額いたします。特別会計は、農地
転用面積が約10ha増となり、転用決済金を1,850万円余り増額補正、排水放流負担金を400万円余り増額補
正します。

●定款、規約の一部改正及び監査細則の改正等については、農村振興局による検査においての改善事項による
ものであり、例に基づき改正するものです。

●大日ダム土地改良区連合の案件については、議員の交替人事と諸事情により所属改良区が脱退するものです。
●平成19年度賦課金の額は、農業情勢を十分に理解したなかで、前年度同額とします。
●一般会計予算は、前年度から見ると3,800万円弱の減額となり、主に維持管理費の削減や県営事業の負担金
が減額となった関係です。

●当改良区では、総務、財務、工務の各委員会において土地改良区の運営と事業について協議しており、昨年
の役員改選により、総務委員会に企画部を設け、短期課題と中長期課題を区別して、改善事項等について企
画検討しています。

●短期課題としては、主に経費削減の取り組みや財政運営、事業計画、維持管理の見直しなどの検討を行い、
各委員会において取り組んでおり、19年度予算に反映しているところであります。

●中長期課題としまして、今後の組織運営と事業実施計画を掲げて取り組んでいきます。
●事務費、維持管理費等に補助事業を活用した対応を図ると共に、その他経費につきましても、節減、合理化
の協議を重ね本予算案を作成したところであります。

議案第１号

提案理由抜粋

平成18年度一般会計収支予算の補正について
平成18年度農地転用決済金特別会計収支予算の補正について
平成18年度退職手当準備積立金特別会計収支予算の補正について
平成18年度土地改良施設災害準備基金特別会計収支予算の補正について
平成18年度土地改良区財政調整基金特別会計支出予算の補正について
平成18年度排水放流改良工事基金特別会計収支予算の補正について
平成18年度地域用水機能増進事業特別会計収支予算の補正について
定款の一部改正について
規約の一部改正について
監査細則の改正について
土地改良施設災害準備基金の設置、管理及び処分に関する規程の一部改正について
大日ダム土地改良区連合議員の選出について
大日ダム土地改良区連合所属土地改良区の脱退承認について
平成19年度賦課金の額及び徴収について
平成19年度農地転用決済金の額について
平成19年度排水放流改良工事負担金の額について
平成19年度役員報酬の額について
平成19年度一時借入をするについて
平成19年度一般会計収支予算について
平成19年度農地転用決済金特別会計収支予算について
平成19年度退職手当準備積立金特別会計収支予算について
平成19年度土地改良施設災害準備基金特別会計収支予算について
平成19年度土地改良区財政調整基金特別会計収支予算について
平成19年度排水放流改良工事基金特別会計収支予算について
平成19年度地域用水機能増進事業特別会計収支予算について
平成19年度七ヶ用水発電事業特別会計収支予算について

議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号
議案第６号
議案第７号
議案第８号
議案第９号
議案第10号
議案第11号
議案第12号
議案第13号
議案第14号
議案第15号
議案第16号
議案第17号
議案第18号
議案第19号
議案第20号
議案第21号
議案第22号
議案第23号
議案第24号
議案第25号
議案第26号
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平成19年度予算
（平成19年３月24日開催　通常総代会議決）

一　

般　

会　

計

（単位　円）収 入 の 部 支 出 の 部

農 地 転 用 決 済 金 ３２９,４６５,７８７

退 職 手 当 準 備 積 立 金 ７２,５５８,４１１

土 地 改 良 施 設 災 害 準 備 基 金 １４６,２０１,２６０

土 地 改 良 区 財 政 調 整 基 金 ３１,０３５,５２５

排 水 放 流 改 良 工 事 基 金 ４６,７６３,８９２

地 域 用 水 機 能 増 進 事 業 ６,８００,０００

七 ヶ 用 水 発 電 事 業 ８４,３３８,３０１

特　別　会　計

（単位　円）

賦 課 金 年額　2,970円／10ａ当

賦 課 期 日 平成19年４月１日現在

徴 収 期 限 平成19年９月25日

算 出 基 準 １円未満の端数切捨て

平成19年度賦課金額及び徴収期日

款 予 算 額 前年度比

賦 課 金 １４７,８８０,０００ △８９８,４１３

助 成 金 １００

負 担 金 ２,３６０,０００ △３３０,０００

使用料及手数料 ２,６２８,４１９ １０,０００

補 助 金 ２８,８８０,０００ ７,２００,０００

交 付 金 ２７,０００,０００ △９,０００,０００

雑 収 入 ７,２９２,５２３ △１,５１４,４１０

借 入 金 １００

寄 付 金 １００ △６,５３５,３２８

繰 入 金 ９１,１４８,９４７ △２５,４７７,０４７

繰 越 金 ５,０００,０００ △１,４１８,７８６

収 入 合 計 ３１２,１９０,１８９ △３７,９６３,９８４

款 予 算 額 前年度比

事 務 費 ７５,２２７,１３２ △５６５,６８８

事 務 所 費 ５,３００,０００

選 挙 費 ４００

維 持 管 理 費 ９１,３９４,１９２ △１２,２９２,５２６

借 入 金 １００,２００ ８９,１５１

負担金及び寄付金 １０４,７３３,０００ △２７,９１３,３２５

諸 費 ４,９１９,８００ △２３９,２００

団体営土地改良事業費 １１,１００,１００ １０,０９９,７００

災害復旧事業費 ３００

繰 出 金 １６,３８１,４６０ △７,２０１,４８９

財 産 費 ２００

予 備 費 ３,０３３,４０５ ５９,３９３

支 出 合 計 ３１２,１９０,１８９ △３７,９６３,９８４

（単位　円）
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平成17年度財務状況の公表
　平成18年度臨時総代会（平成18年10月11日）を開催し、議長に窪田脩総代（第６分区）を選出し可決承認した。

1．一般会計収支決算 2．特別会計 （単位　円）（単位　円）

3．財産目録 （単位　円） 4．賦課面積及び組合員数

平成19年度農地転用決済金額

●内　訳

区　　　　分 １０ａ当

一般経費に対する決済金 ９４,８２１円

県営かんがい排水事業等
未施工事業費に対する決済金 ９４,６３８円

●農地転用決済金規定第８条による決済金額

１０ａ当 １４２,０４８円

買収単位3.3㎡当、3,300円未満の該当地は、維持管

理費に対する決済金を半額とする。

　農地転用決済金とは、土地改良区域内の田を宅地・商工業用地・道路・公共事業用地等、田以外に農地転用する

場合、土地改良法第42条「権利義務の承継及び決済」に規定する手続を必要とし、農地転用により土地改良事業に

要する残存農地の過重負担額を転用時に決済するものです。

平成19年度排水放流改良工事負担金

１０ａ当 １６４，３０４円

　排水放流改良工事負担金とは、農地転用の目的と場所により負担金を徴収するもので、転用後の敷地より雨水等

が七ヶ用水管理水路に排水として流れ込み、下流域で排水量が増加することによる溢水被害防止を目的とし、水路

の保全及び改良工事費の一部に充てるものです。

１０ａ当 １８９,４５９円

会　　　計 決 算 額

農 地 転 用 決 済 金 ４０５,７７５,８９６

退 職 手 当 準 備 積 立 金 ８１,９２８,３９１

土地改良施設災害準備基金 １１５,６０１,２６１

土地改良区財政調整基金 ４２,３５８,０１９

排水放流改良工事基金 ６１,２５５,６５１

地域用水機能増進事業 １２,１８６,６９５

資 産
流 動 資 産 ６,４６６,５９６
特 定 資 産 ６０３,０７２,３７８
固 定 資 産 １,６７０,８５８,１９５
備 品 ２５,３９５,６５２
合 計 ２,３０５,７９２,８２１

負 債
長 期 負 債 ３７９,５００,０００
短 期 負 債 ０
退 職 給 与 引 当 金 ６１,７６４,８９１
七ヶ用水発電事業積立金 ２６,０５６,３００
合 計 ４６７,３２１,１９１

賦 課 面 積 ５,００９ha

組 合 員 数 ５,６３０人

収 入 の 部

款 決 算 額 構成比
（％）

賦 課 金 １４９,７０９,４５０ ４１.６

助 成 金 ０ ０.０

負 担 金 １,８００,０００ ０.５

使用料及手数料 ４,６０２,２６０ １.３

補 助 金 ２０,６８４,０００ ５.８

交 付 金 ３６,０００,０００ １０.０  

雑 収 入 １３,９６７,５２６ ３.９

借 入 金 ０ ０.０

寄 付 金 ２,８２１,７４３ ０.８

繰 入 金 １２１,１６９,２２７ ３３.７

繰 越 金 ８,８００,８６９ ２.４

収 入 合 計 ３５９,５５５,０７５ １００.０

支 出 の 部

款 決 算 額 構成比
（％）

事 務 費 ８８,５２６,３０４ ２５.１

事 務 所 費 ５,１１４,３２４ １.４

選 挙 費 ０ ０.０

維 持 管 理 費 １００,０３５,５３８ ２８.３

借 入 金 １１,０９５ ０.０

負担金及び寄付金 １２９,９０１,９３６ ３６.８

諸 費 ６,０５７,３２１ １.７

団体営土地改良事業費 ０ ０.０

災害復旧事業費 ０ ０.０

繰 出 金 ２３,４８９,７７１ ６.７

財 産 費 ０ ０.０

予 備 費 ０ ０.０

支 出 合 計 ３５３,１３６,２８９ １００.０

差引残金　6,418,786円　次年度へ繰越
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■かんがい排水事業［県営］
地　区　名
工　　　期

平 成 18 年 度 施 工 事　　業　　費　（千円）
場　　　所 路　　線 事 業 量 全　　体 Ｈ18まで Ｈ19計画

中 村 用 水
Ｈ８～Ｈ22

徳丸町・柳町
中新保町

３－４号支線
福 増 川 ２９５ｍ １,７８７,９００ １,０８０,０００ ５０,０００

中村用水第２
Ｈ14～Ｈ20

博労・中町
西新町・相木町 ３－２号支線 １３０ｍ ２,５３０,９００ ８６７,０００ １８０,０００

中 島 第 ２
Ｈ16～Ｈ20 中島・漆島町 ２ 号 幹 線

４　 区 　間 １７４ｍ ３０５,１００ １６１,０００ ５０,０００

中村用水第２ニ期
Ｈ17～Ｈ23

三浦町
石同新町
八ツ矢町

３－３号支線 ７００ｍ １,９２３,０００ ３００,０００ １００,０００

■用排水施設整備事業［県営］
地　区　名
工　　　期

平 成 18 年 度 施 工 事　　業　　費　（千円）
場　　　所 路　　線 事 業 量 全　　体 Ｈ18まで Ｈ19計画

郷 用 水
Ｈ17～Ｈ19 末松・福正寺町 ２－３号支線 １８８ｍ ３１３,０００ ２５０,０００ ６３,０００

中村用水地区 福増川・金沢市福増町地内

中村用水第２二期地区 ３－３号支線・石同新町地内

着工前 完　成

着工前 完　成

郷用水
２－３号支線・末松地内

着工前 完　成

事 業 施 工 状 況事 業 施 工 状 況
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■農業用水再編対策事業（地域用水機能増進型）［県営］
地　区　名
工　　　期

平 成 18 年 度 施 工 事　　業　　費　（千円）
場　　　所 路　　線 事 業 量 全　　体 Ｈ18まで Ｈ19計画

松 任 中 央
Ｈ６～Ｈ21

大竹町・長島町
上柏野町
剣崎町・小上町

４－１号支線
４－４号支線 １,８６８ｍ ５,１６８,１００ ３,０１３,０００ ３０５,０００

新 砂 川
Ｈ11～Ｈ21

下田子島・橘
朝日・木呂場

７－２号支線
７－３号支線 ８７４ｍ ４,１２１,０００ ２,２１９,０００ ２５０,０００

■国営造成施設管理体制整備促進事業［県営］
地　区　名
工　　　期

平 成 18 年 度 施 工 事　　業　　費　（千円）
場　　　所 内　　容 事 業 量 全　　体 Ｈ18まで Ｈ19計画

七 ヶ 用 水
Ｈ17～Ｈ21 全 線 安 全 施 設

維 持 管 理 一　式 １７３,９２０ ６６,０６４ ２７,８４０

■新農業水利システム保全対策事業［団体営］
地　区　名
工　　　期

平 成 18 年 度 施 工 事　　業　　費　（千円）
場　　　所 内　　容 事 業 量 全　　体 Ｈ18まで Ｈ19計画

明 島
Ｈ18～Ｈ22 明 島 町 計 画 策 定 一　式 ７７,２００ １,０００ １１,０００

■地域用水機能増進事業［団体営］
地　区　名
工　　　期

平 成 18 年 度 施 工 事　　業　　費　（千円）
場　　　所 内　　容 事 業 量 全　　体 Ｈ18まで Ｈ19計画

新 砂 川
Ｈ10～Ｈ19 ７ 号 支 線 増 進 活 動 一　式 ３７，０００ ２１，０００ １，６００

松 任 中 央
Ｈ12～Ｈ21 ４ 号 支 線 増 進 活 動 一　式 ７４，０００ ４６，０００ ４，８００

安全施設 水路名称看板

松任中央地区
４－１号支線・大竹町地内

新砂川地区
７－２号支線・下田子島地内

着工前 完　成

着工前 完　成
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　役員（理事全員・監事半数）の任期満了（平成18年10月23日）による改選が行われ、次の方々が就任いたしまし

た。

被 選 挙 区 役職 氏　　名 住　　所

第 １ 被 選 挙 区 理事 山　守　　　威 白山市月橋町 新

第 １ 被 選 挙 区 理事 北　村　脩　二 野々市町押野 再

第 ２ 被 選 挙 区 理事 中　出　庄　重 白山市井口町 新

第 ２ 被 選 挙 区 理事 黒　山　　　茂 野々市町字郷町 再

第 ３ 被 選 挙 区 理事 南　　　淳　一 白山市明法島町 再

第 ３ 被 選 挙 区 理事 杉　本　達　雄 白山市平松町 再

第 ４ 被 選 挙 区 理事 島　﨑　茂　昭 白山市長島町 新

第 ４ 被 選 挙 区 理事 高　井　忠　之 白山市村井町 再

第 ４ 被 選 挙 区 理事 中　西　良　一 白山市平木町 再

第 ５ 被 選 挙 区 理事 上　田　敏　行 白山市島田町 再

第 ６ 被 選 挙 区 理事 宮　西　　　豊 川北町字土室 新

第 ７ 被 選 挙 区 理事 中　田　　　宏 川北町字三反田 再

第１～第４被選挙区 監事 清　水　　　修 白山市宮永町 新

第５～第７被選挙区 監事 茶　谷　豊　俊 白山市下柏野町 新

新役員体制

（任期：平成18年10月24日～平成22年10月23日）

※監事は半数２名の　改選

理 事 会 構 成

理 事 長　杉本　達雄

副理事長　高井　忠之

総務委員会 財務委員会 工務委員会
委 員 長　南　　淳一

北村　脩二
中西　良一
山守　　威

委 員 長　上田　敏行
中出　庄重
宮西　　豊

委 員 長　黒山　　茂
中田　　宏
島﨑　茂昭

監 事 会 構 成

代表監事　宮西　敏夫 清水　　修　　茶谷　豊俊　　宮川　　貢

　大日ダム土地改良区連合議員の交替を要するため次の方を選出しました。

　　　　井川　凱夫　（第１分区長）

大日ダム土地改良区連合議員の選出大日ダム土地改良区連合議員の選出

　表彰規程により、平成18年度通常総代会席上、永年表彰（15年）を授与しました。

　　　　今本　康夫　（平成４年に職員採用され現在に至る）

永　年　表　彰永　年　表　彰

事務局構成図

大日ダム土地改良区連合 事務局長（兼）　東　　敏之

事務局長　東　　敏之

総　務　課
課　　長　安実　隆直
主　　任　北野　祐二

財　務　課
課　　長　中川　　晃
係　　長　小坂　明美
主 事 補　小泉美千代

工　務　課
課　　長　今本　康夫
技　　師　大多　佑典

白山管理センター
所長（兼）　東　　敏之
嘱　　託　田中　　強
嘱　　託　横山　久子
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手 取 川
七 ヶ 用 水
土地改良区
取 水 計 画

●期別取水量

期間

区分

かんがい期 非かんがい期

４月13日から
４月19日まで

４月20日から　
５月３日のうち
１週間

４月20日から
９月10日まで

９月11日から
３月19日まで

３月20日から
４月12日まで

白山頭首工に
係る最大取水量 30.12 46.62 30.31 13.91 30.00m3/S m3/S m3/S m3/S m3/S

●非かんがい期の通水及び管理について
①９月11日より通水量が毎秒13.91ｔとなります。かんがい期の約半分位の水量です。
②通水量が少ないのと同時に、水路工事や橋梁工事等で停水及び減水が頻繁に行われご迷惑をおかけしますが、
火の元には十分ご注意ください。

③降雨時の洪水を防止するため転倒堰は、なるべく倒しておいて下さい。積雪・融雪等冬季期間の用水堰管理
についても地元の皆様のご協力をお願いします。尚、除雪等による用水路への大量の雪捨てはご遠慮願いま
す。（下流部で雪がつまり、水が溢れる事があります。）

1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

50

40

30

20

10

m3/S

(取水量)

非かんがい期 かんがい期 非かんがい期

停
水

停
水

役員選挙（監事半数）役員選挙（監事半数）

役員 の 改 選 定 数1

被選挙区及び選挙すべき役員の数2

被選挙区　　　（被選挙区域） 人　数
第１被選挙区　（旧富樫用水関係区域）

１名
第２被選挙区　（旧郷用水関係区域）
第３被選挙区　（旧中村用水関係区域）
第４被選挙区　（旧山島用水関係区域）
第５被選挙区　（旧大慶寺用水関係区域）

１名第６被選挙区　（旧中島用水関係区域）
第７被選挙区　（旧新砂川用水関係区域）

監事：２名（半数）

選 挙 時 期3 任期満了の日前、60日から10日までに行わなければならない。
平成19年度臨時総代会開催予定：平成19年10月上旬

選挙の通知及び公告4 期日から５日前までに書面をもって総代に通知し、かつ公告する。

候 補 者 の 立 候 補5 選挙期日の公告のあった日から、選挙期日の３日前までに書面で届出する。

役員立候補の制限6 ・被選挙区に所属する組合員でなければならない。
・選挙、投票、開票管理者は立候補者になることができない。

　手取川七ヶ用水土地改良区の役員（監事半数）の任期満了（平成19年10月24日）による役員選挙を行な

います。

前理事長故吉田武雄氏の顕彰碑を建立
　平成18年９月27日、秋季水戸明神祭奉斎後、前理事長故吉田武雄氏の功績を讃
えた顕彰碑の除幕式を行った。
　碑は、手取川の自然石に第85代内閣総理大臣、石川県土地改良事業団体連合会
会長の森喜朗氏に揮毫いただいたもので、白山管理センターの手取川を見下ろす
場所に建立いたしました。
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疏水サミットinいしかわ2007
開催　～用水が織りなす水と人の環～

　今年で２回目となる「疏
そ

水
すい

サミット」が、

石川県で開催されます。

開催日：平成19年11月５日（月）サミット会議

　　　　　　　　　　６日（火）現地研修会

会　場：石川県立音楽堂

主　催：疏水サミットinいしかわ2007 実行委員会

「疏水名鑑」ＨＰはこちら
http://www.inakajin.or.jp/sosui/index.html

いしかわの用水フォトコンテスト　作品募集
　疏水サミットinいしかわ2007に伴い、石川県内の用水、

ため池などに関し、四季を通じての写真を募集します。

受 付 期 間

応 募 規 定

表 彰

応 募 方 法

お問い合せ

平成19年９月15日まで

対　象：子供から大人まで誰でも可
　　　　（未発表作品に限る）

サイズ：キャビネ版程度（デジカメ作品可）

金　賞：１点（賞品３万円相当）

銀　賞：１点（賞品１万円相当）

銅　賞：２点（賞品５千円相当）

佳　作：数点（賞品３千円相当）など

特別賞：土地改良事業団体連合会長賞１点（賞品２万円相当）

表彰式：平成19年10月開催の石川の農林漁業まつりで表彰

　　　　11月開催の疏水サミットinいしかわ2007で入賞作品を展示

作品の裏に所定の応募票を貼り、下記応募先へ

応募票はこちらのＨＰからも入手できます。
　http://www.pref.ishikawa.jp/keieitaisaku/index.htm

・石川県農林水産部　経営対策課企画調整グループ
　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地　　TEL　076－225－1632　FAX　076－225－1634

・石川県土地改良事業団体連合会
　〒920－0362　金沢市古府１丁目197番地　TEL　076－249－7181　FAX　076－249－6513

いしかわの用水フォトコンテスト　作品募集

　白山市白山町古宮公園内（加賀一宮駅裏）にある白山管理センター

は、取水制御と幹線水路の管理業務を行っています。２階の資料室には、

七ヶ用水の父「枝権兵衛」の偉業を紹介するコーナーや七ヶ用水の歴史

と役割について、解りやすくパネル展示してあります。小学生の課外学

習や一般、団体の皆様に利用されていますので、お気軽にお越し下さい。

（団体の場合は事前にご連絡願います。）

開　館：平日 午後５時まで（土日祝は、団体に限りご相談に応じます。）

連絡先：手取川七ヶ用水土地改良区　TEL　076－276－1166

白山管理センター視察・見学案内

手取川
七ヶ用水は
疏水百選に
認定されて
います。
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平成18年９月30日七ヶ用水トンネル探検の模様

　七ヶ用水合口事業が完成するまでは、七つの用水が別々に取入堰
を設け手取川より取水していましたが、その堰や水路が洪水を誘発
する原因となり度々水害が発生していました。また、渇水時には水量
確保が困難であり各地で水争いがありました。そこで、オランダ人技
師ヨハネス・デレーケの指導により、取水口の合口事業に着手、新た

な七ヶ用水の取水口となる
大水門を安久涛ヶ淵の岩山
に構え、３条の隧道を掘鑿
（250ｍ×３）、給水口から約８㎞の幹線水路を堀割し各用水への堰、
水門等を設置しました。明治36（1903）年に完成した大事業は、工事
費約20万円（現在の100～200億円位？）、延べ約10万人が投入されま
した。この竣工と併せ同年に「手取川七ヶ用水普通水利組合」が創立
されました。
　百年以上経過し、現在でもこの大水門・給水口から手取川扇状地に
用水を供給しています。

水 知 識
水 知 識

大水門・給水口
「七ヶ用水合口事業」

大水門

給水口

疏水サミットinいしかわ2007

■参加者の資格等
　年齢を問わず、誰でも参加できます。ただし、小
学生以下で構成されたチームでは参加出来ません。
保護者同伴でお申し込み下さい。

■応募期間及び募集数
平成19年８月10日（金）まで
100チーム（300名程度）
（ただし、定員になり次第締め切らせて頂きます。）
申し込み、お問い合わせは、下記までお願いします。

●水土里ネット七ヶ用水内　ウオークラリー実行委員会●
〒924－0871　石川県白山市西新町159－2　TEL076－276－1166　FAX076－276－1167　http：//www.shichika.or.jp

■開催日時
平成19年８月25日（土）〈小雨決行〉
受付開始　　午前７時30分～
開 会 式　　午前８時00分～
スタート　　午前８時30分～
表 彰 式　　正午～

■集合場所
松任グリーパーク「水と緑のふれあい広場」
（白山市矢頃島町地内）
■応募方法
　１チーム２～５名、チーム名とメンバーの氏名、年
齢、代表者の連絡先（住所、電話番号）を明記の上、
郵送、ＦＡＸまたはホームページ上で申し込み下さい。

第7回手取川七ヶ用水ウオークラリー
　松任グリーンパーク「水と緑のふれあい広場」を拠点に、水量が豊富な上流域にある七ヶ用水の幹線、支線水
路を巡り、農業用水を有効利用した環境にやさしい水力発電所の見学もできる約５㎞のウオークラリー大会です。
　多数の参加申し込みお待ちしています！

参加無料!
賞品・参加賞
あり
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手取川七ヶ用水土地改良区広報

No.82

発　行／平成19年7月1日

発行所／手取川七ヶ用水土地改良区

〒924－0871
白山市西新町159－2
松任産業会館2Ｆ

TEL：（076）276－1166

FAX：（076）276－1167

ホームページアドレス

//www.shichika.or.jp

編　集／総務課

印　刷／ヨシダ印刷（株）

　水量の多い時期

ですので、水路の

危険な所へ近づか

ないようにして下

さい。

　特に、子供やお

年寄りを水の事故

から守るため、皆

さんで充分注意し

ましょう！

用水路に物やゴミを
捨てないで下さい。

水路堤で物を焼却したり
放置したりしないでください。
清掃ボランティア

用水路にはたくさんの生き物が生息しています。
身近な環境をもっと大切に！

★組合員資格変更の届け出

●組合員の死亡により、農地を相続した
場合
●住所や組合員名を変更する場合
●農地の売買、贈与、交換等で名義変更
があった場合
●農業者年金を受けるため経営移譲した
場合

自己申告です
お気づきの点がございましたら、
お気軽にお問い合わせを…。

知っていますか？

用水路に物やゴミを
捨てないで下さい。

水路堤で物を焼却したり
放置したりしないでください。

事落転水用 故 防 止 ！

★農地の転用にも転用申請・決済金が
必要です　　　　［土地改良法第42条 2 項］
●農地転用申請と決済金の納付がない限り、土
地改良区の土地台帳から賦課面積を削除でき
ませんので、毎年そのまま賦課金がかかります。
●公共事業（道路・公園・河川・建物等）用地
として転用される農地についても、転用決済
金の納付が義務づけられています。
●特に公共道路の転用申請が遅れている所が見
受けられます。事業主体との説明会・用地買
収・契約調印の際は、転用申請、転用決済金
等の問題も十分協議し、必ず土地改良区へ申
請するようお願いします。

必ず届け出が必要です！

簡単な手続きです。組合員名（封筒の
宛名）を確認して下さい。

広報送付宛名、賦課金告知書等で、現組合員名を必ず確認して下さい。
変更がある場合は、土地改良区運営上、支障がありますので、速やかにお申し出
下さい。

組合員名を
確認しましょう！
組合員名を

確認しましょう！


